
 

 

２答申第１号  

令和３年１月７日  

久留米広域市町村圏事務組合 

組合長  大 久 保  勉  様 

 

                      久留米広域市町村圏事務組合 

                      情報公開・個人情報保護審査会 

                       会 長  小 原 清 信 

 
 

   久留米広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第２７条第１項の規定に基づく 

諮問について（答申） 

 

 「個人情報開示等の審査請求に関する諮問書（令和２年１０月１５日付け２消総第５１６

号）」による下記の諮問について、久留米広域市町村圏事務組合個人情報保護条例（平成２

１年条例第５号）第３０条第３項の規定により、別紙のとおり答申します｡ 

 

記 

 

 令和２年５月２７日付け２消総第２００号の個人情報開示等請求拒否決定に対する審査請

求について 
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別 紙 

答 申 

 

第１ 審査会の結論 

  久留米広域消防本部消防長（久留米広域消防本部総務課。以下「実施機関」という。）

が行った個人情報開示等請求拒否決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

年  月  日 経  緯  等 

令和２年 ５月 ８日 

 

令和２年 ５月１３日 

令和２年 ５月１３日 

令和２年 ５月２７日 

令和２年 ８月２５日 

令和２年 ９月 ８日 

令和２年１０月 ６日 

実施機関にて個人情報開示等請求書（閲覧・写しの交付請求）

を受付 

個人情報開示等請求承諾決定 

審査請求人からの個人情報開示等請求書（訂正請求）を受付 

個人情報開示等請求拒否処分 

審査請求人からの審査請求書を受付 

審査請求書の補正命令 

審査請求人からの補正書を受付 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   令和２年５月２７日付け２消総第２００号で実施機関が行った個人情報開示等請求

拒否処分（以下「本件処分」という。）を取り消し、訂正をしないとした部分の一部

訂正を求める。 

 ２ 審査請求の理由の要旨 

   審査請求書、補正書、令和２年１１月２日付け意見書及び口頭意見陳述における審

査請求の理由の要旨は、次のとおりである。 

  (1) 令和２年〇月〇日の〇〇〇市〇〇〇〇の交通事故で救急車を要請してもらった際、

救急隊員からの病歴の聴取に対し、私は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇

科に通院していることと、〇〇〇〇〇〇の検査手続きでは、〇〇〇〇科に行ってい

ることを伝えた。 
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    実施機関から個人情報の写しとして交付された令和２年〇月〇日付け救急番号〇

〇〇〇の救急活動報告書（以下「令和２年救急活動報告書」という。）及び令和２

年〇月〇日〇〇時〇〇分覚知（指令）救急番号〇〇〇〇の救急活動記録票（Ａ－１

票（救急隊保存用）。以下「令和２年救急活動記録票」という。）の既往歴部分で

は、間違って「〇〇〇」と書かれている。 

    本人が言っていないことを本人が言ったとしていることが問題で、はっきりわか

らなければ書かないか、本人に確認するべきである。 

  (2) 令和２年救急活動報告書及び令和２年救急活動記録票の既往歴部分に「〇〇〇」

と書かれていることは、保険会社との手続きに支障をきたす可能性があり、いろい

ろな誤解を招きかねない。 

  (3) 以上のことから、令和２年救急活動報告書の既往症の欄に記載されている「〇〇

〇〇〇」及び令和２年救急活動記録票の既往歴等の欄に記載されている「〇〇〇」

の部分を「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」に訂正するよう求める。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

  処分理由説明書並びに審査会及び口頭意見陳述の場における口頭による実施機関の説

明の要旨は、次のとおりである。 

 １ 個人情報開示等請求の内容及び本件処分に至る経緯について 

   審査請求人は、令和２年５月８日付けで、平成２４年〇〇月〇〇日及び令和２年〇

月〇日に審査請求人が救急搬送された救急活動報告書その他個人情報に関する一切の

書類の個人情報開示等請求を行った。実施機関は、この請求について承諾し、令和２

年５月１３日に平成２４年〇〇月〇〇日付け救急番号〇〇〇〇〇の救急活動報告書

（以下「平成２４年救急活動報告書」という。）、令和２年救急活動報告書及び令和

２年救急活動記録票の写しの交付を行った。 

   なお、平成２４年救急活動報告書は、文書保存期間が５年間であり報告書として存

在しなかったため、久留米消防署警防課が所有する平成２８年〇〇月〇〇日付け決裁

文書（〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の照会に対する回答）の写しを交

付した。 

   同日付けで審査請求人は、上記の交付を受けた個人情報の写しの中で、平成２４年

救急活動報告書の職業部分の訂正及び事故概要部分の一部削除、令和２年救急活動報
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告書の職業部分の訂正及び既往症部分の削除並びに令和２年救急活動記録票の既往歴

等部分の削除について、訂正の請求を行った。 

   実施機関は、この請求に対して本件処分を決定し、審査請求人に通知した。 

 ２ 本件処分決定の理由について 

   救急活動報告書は、諸施策の基本資料や消防組織法の規定に基づく国への報告及び

久留米広域消防本部救急業務規程（平成２１年消防本部訓令甲第１９号。以下「救急

業務規程」という。）第１９条の規定に基づき、活動概要等の所要事項を記録するこ

とを趣旨に作成しているものである。 

   平成２４年救急活動報告書の事故概要部分は、救急活動の内容を記したものであり、

審査請求人の個人情報ではないこと及びその他の部分の請求に関しては、救急活動時

に聴取した内容に基づき作成した報告書であり、記載内容に誤りがあるとは認められ

ないため、訂正請求の拒否を決定した。 

 ３ 審査請求の経過及び内容について 

   審査請求人は、本件処分に対し、令和２年８月２５日付けで実施機関に審査請求を

行った。実施機関は、当該請求書の記載内容に不備があったため、令和２年９月８日

付けで審査請求人に補正を求め、令和２年１０月６日付けの補正書を審査請求人から

受理した。 

   補正書に基づく審査請求の内容は、実施機関が決定した本件処分を取り消し、訂正

をしないとした部分の一部（令和２年救急活動報告書の既往症部分及び令和２年救急

活動記録票の既往歴等部分）について、再度訂正を求めるものである。 

第５ 審査会の判断   

  当審査会は、審査請求人の主張及び実施機関の説明を検討した結果、次のとおり判断

する。 

 １ 個人情報の適正な維持管理及び訂正についての規定 

   久留米広域市町村圏事務組合個人情報保護条例（平成２１年条例第５号。以下「条

例」という。）第１１条第１項第１号は、「個人情報は、登録した業務の目的に必要

な範囲内で正確、完全かつ最新のものに保つこと。」と規定している。 

   また、条例第１８条第１項は、「何人も、実施機関が保管等をしている自己に関す

る個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対して、当該

個人情報の訂正を請求することができる。」と規定している。 
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   この点、同項によって訂正を請求できるのは「事実」であり、「評価」「判断」の

訂正は請求できない。 

 ２ 救急活動報告書及び救急活動記録票の性質 

   救急業務規程第１９条は、「隊員は、救急活動を行った場合は、別に定める報告書

及び記録票に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並

びに活動概要等所要の事項を記録するものとする。」と規定している。 

   久留米広域消防本部警防規程、救急業務規程及び救助業務規程に関する様式を定め

る要綱は、救急業務規程第１９条に規定する報告書等として、救急活動報告書、救急

活動記録票等を規定している。 

   また、久留米広域消防本部救急行動基準第２章第１０節１項（２）は、「救急活動

報告書は、救急活動の事実証拠であり、職務執行の事実をありのまま正確に記録する。」

と規定している。 

   これらの規定に照らすと、救急活動報告書及び救急活動記録票は、救急活動時に隊

員がいかなる認識でいかなる行動をしたかという職務執行の事実をありのまま正確に

「事実」として記録する文書であると理解される。 

 ３ 本件で「事実に誤りがある」かの検討 

   本件各「〇〇〇」の記載は、「審査請求人に〇〇〇の既往歴があるとの認識を救急

活動時に隊員が抱いたこと」を「事実」として記載したものと認められる。一方、隊

員がその認識に反して「〇〇〇」との記載をしたと認めるに足りる根拠はない。 

   この点に関し、審査請求人は、審査請求人の既往歴に関する隊員の認識の正誤を問

題にするようである。しかし、救急活動報告書及び救急活動記録票が職務執行の事実

をありのまま正確に記録し、これを事後的な検証に供すべき性質の文書であることに

照らすと、「事実」として記載されるべきは正誤を問わない隊員の認識である。審査

請求人の主張は、「事実」ではなく、その前提となる「判断」の正誤を問題とするも

のであるから、訂正を請求する理由とはならない。 

   以上より、本件では、「事実に誤りがある」とは認められないから、個人情報の訂

正をすべき場合にはあたらない。 

 ４ 結論 

   以上によれば、実施機関が行った本件処分は妥当であり、前記「第１ 審査会の結

論」のとおり答申する。 
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第６ 審査の経過 

  当審査会は、本審査請求について次のとおり審査を行った｡ 

年  月  日 経  過  等 

令和２年１０月１５日 

令和２年１０月２３日 

令和２年１１月 ２日 

（第１回審査会） 

令和２年１１月１０日 

（第２回審査会） 

令和２年１２月 １日 

（第３回審査会） 

令和２年１２月２２日 

実施機関から当審査会に諮問 

実施機関から処分理由説明書の提出 

審査請求人から処分理由説明書に対する意見書の提出 

 

実施機関から処分理由の説明及び審議 

 

審査請求人の口頭意見陳述及び審議 

 

審議 

  

第７ 久留米広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会委員 

役 職 名     氏   名 

会   長 

委   員 

委   員 

委   員 

委   員 

委   員 

委   員 

    小原 清信 

    角倉 潔 

    由良 清香 

    相澤 直子 

    西野 惠子 

    山田 三男 

    堀田 富子 

 


